
JP 5726792 B2 2015.6.3

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の被写体条件の下、照度条件を変化させて被写体を撮像した際に得られる、複数の
照度と撮像画像の輝度との関係を、前記被写体条件毎に表した基本モデルを保持する保持
手段と、
　照度推定の対象空間で撮像された撮像画像を基準画像として取得する基準画像取得手段
と、
　前記基準画像が撮像された際の前記対象空間の照度を基準照度として取得する基準照度
取得手段と、
　前記基本モデルに基づき、前記基準照度と前記基準画像の輝度との組で表されるデータ
値から、前記対象空間における照度と輝度との関係を表した照度推定モデルを生成する照
度推定モデル生成手段と、
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記基本モデルを生成する基本モデル生成手段を更に備え、
　前記保持手段は、前記基本モデル生成手段で生成された前記基本モデルを保持する請求
項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記基本モデル生成手段は、複数の照度と撮像画像の輝度との回帰式を前記被写体条件
毎に求め、当該回帰式を前記基本モデルとして生成する請求項２に記載の情報処理装置。
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【請求項４】
　前記照度推定モデル生成手段は、前記基準照度と前記基準画像の輝度との組で表される
データ値を、前記基本モデルを用いて線形補間することで前記照度推定モデルを生成する
請求項１～３の何れか一項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記照度推定モデル生成手段は、前記基準画像に含まれる一又は複数の領域から前記輝
度を取得し、当該領域の各々について前記照度推定モデルを生成する請求項１～４の何れ
か一項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記照度推定モデル生成手段は、前記対象空間に設置された照明装置が照明する領域を
前記基準画像から特定し、当該領域から取得した輝度に基づいて、前記照度推定モデルを
生成する請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記基準画像取得手段は、前回取得した基準画像と、前記対象空間で新たに撮像される
撮像画像とを比較し、両画像の相違が所定の閾値を超えた場合、当該撮像画像を基準画像
として新たに取得する請求項１～６の何れか一項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　請求項１～７の何れか一項に記載の情報処理装置で生成された照度推定モデルを保持す
る保持手段と、
　照度推定の対象空間で撮像された撮像画像を取得する取得手段と、
　前記照度推定モデルに基づいて、前記撮像画像の輝度に対応する照度を導出する導出手
段と、
　を備える画像センサ装置。
【請求項９】
　前記導出手段は、前記撮像画像から動体又は局所的な光源が存在する領域を除外し、当
該領域を除外した撮像画像から輝度を取得する請求項８に記載の画像センサ装置。
【請求項１０】
　前記導出手段は、前記撮像画像から変化の少ない静的領域を特定し、当該静的領域から
輝度を取得する請求項８又は９に記載の画像センサ装置。
【請求項１１】
　前記保持手段は、前記撮像画像中の所定の領域と対応付けて照度推定モデルを保持し、
　前記導出手段は、前記照度推定モデルに対応付けられた前記撮像画像中の各領域から輝
度を取得し、当該領域に対応する前記照度推定モデルを用いて照度をそれぞれ導出する請
求項８～１０の何れか一項に記載の画像センサ装置。
【請求項１２】
　前記導出手段が導出した照度又は当該照度の度合いに応じた値を出力する出力手段を更
に備える請求項８～１１の何れか一項に記載の画像センサ装置。
【請求項１３】
　複数の被写体条件の下、照度条件を変化させて被写体を撮像した際に得られる、複数の
照度と撮像画像の輝度との関係を、前記被写体条件毎に表した基本モデルを保持する情報
処理装置のコンピュータを、
　照度推定の対象空間で撮像された撮像画像を基準画像として取得する基準画像取得手段
と、
　前記基準画像が撮像された際の前記対象空間の照度を基準照度として取得する基準照度
取得手段と、
　前記基本モデルに基づき、前記基準照度と前記基準画像の輝度との組で表されるデータ
値から、前記対象空間における照度と輝度との関係を表した照度推定モデルを生成する照
度推定モデル生成手段と、
　して機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、情報処理装置、画像センサ装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、省エネルギー化等を目的として、調光制御を効率的に行う制御装置が要求されて
いる。このような制御装置では、例えば、オフィス内等に設置された照度センサ（照度計
）により照度が閾値を下回ったことを検知すると、該当する位置の照明装置を点灯して照
度を一定値に維持する制御が行われる。また、従来、上記の照度センサに代わり、カメラ
により撮像された画像（撮像画像）を用いて照明制御を行う技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－８１９８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、画像センサが設置される検知エリアには様々な態様があり得る。そのため、
検知エリアの設定場所によらず、より高精度に室内の明るさを検知することが可能な技術
が望まれている。また、撮像画像を用いて照度推定を行う場合、その撮像画像から適切な
センシング結果が得られるよう、設定を調整する必要がある。しかしながら、カメラ台数
が増加するほど調整作業は煩雑となるため、より効率的に調整を行うことが可能な技術が
望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施の形態の情報処理装置は、保持手段と、基準画像取得手段と、基準照度取得手段と
、照度推定モデル生成手段とを備える。保持手段は、複数の被写体条件の下、照度条件を
変化させて被写体を撮像した際に得られる、複数の照度と撮像画像の輝度との関係を、前
記被写体条件毎に表した基本モデルを保持する。基準画像取得手段は、照度推定の対象空
間で撮像された撮像画像を基準画像として取得する。基準照度取得手段は、基準画像が撮
像された際の対象空間の照度を基準照度として取得する。照度推定モデル生成手段は、基
本モデルに基づき、基準照度と基準画像の輝度との組で表されるデータ値から、対象空間
における照度と輝度との関係を表した照度推定モデルを生成する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る照度推定モデル設定システムの構成例を示す図で
ある。
【図２】図２は、図１に示した画像センサの設置例を示す図である。
【図３】図３は、図１に示した画像センサの構成例を模式的に示す図である。
【図４】図４は、図１に示した照度推定モデル生成装置の構成例を模式的に示す図である
。
【図５】図５は、図４に示した基本モデルの一例を模式的に示す図である。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る照度推定モデル生成処理の一例を示すフローチャ
ートである。
【図７】図７は、図６に示した基本モデル生成処理の一例を示すフローチャートである。
【図８】図８は、図２に示した画像センサによる撮像画像の一例を模式的に示す図である
。
【図９】図９は、第２の実施形態に係る画像センサの構成を模式的に示す図である。
【図１０】図１０は、第２の実施形態に係る照度推定処理の手順の一例を示すフローチャ
ートである。
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【図１１】図１１は、第３の実施形態に係る画像センサシステムの構成例を示す図である
。
【図１２】図１２は、図１１に示した照明制御装置の構成例を模式的に示す図である。
【図１３】図１３は、図１２に示したセンサ管理テーブルのデータ構成の一例を示す図で
ある。
【図１４】図１４は、第３の実施形態に係る照明制御処理の一例を示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下に添付図面を参照して、この発明に係る情報処理装置、画像センサ装置及びプログ
ラムの実施形態を詳細に説明する。
【０００８】
［第１の実施形態］
　第１の実施形態では、この発明に係る情報処理装置及びプログラムを、後述する照度推
定モデルを生成する照度推定モデル生成装置に適用した例について説明する。
【０００９】
　図１は、第１の実施形態に係る照度推定モデル設定システム１の構成例を示す図である
。同図に示すように、照度推定モデル設定システム１は、画像センサ１０と、照度推定モ
デル生成装置２０とを有している。ここで、画像センサ１０及び照度推定モデル生成装置
２０は、回線Ｎに着脱可能に接続されており、当該回線Ｎを介して通信を行う。なお、回
線Ｎに接続される画像センサ１０の個数は、特に問わないものとする。以下、照度推定モ
デル設定システム１の各装置について説明する。
【００１０】
　画像センサ１０は、ＣＣＤ（Charge　Coupled　Device）やＣＭＯＳ（Complementary　
Metal　Oxide　Semiconductor）等のイメージセンサを有し、撮像により得られる画像や
映像（以下、撮像画像という）に基づき導出した照度等を、センシング結果として出力す
る。画像センサ１０は、例えば、図２に示すように、建物の天井部分に設置され、床方向
（真下方向）を撮像する。
【００１１】
　ここで、図２は、画像センサ１０の設置例を示す図である。同図において、画像センサ
１０は天井部分に設置されている。また、天井部分にはオフィス内を照明するための照明
装置３０（３０ａ～３０ｆ）が設置されている。なお、図２では、オフィス内に机Ｄが二
つ並んで配置された例を示しているが、室内のレイアウトはこの例に限らないものとする
。
【００１２】
　図３は、画像センサ１０の構成例を模式的に示す図である。同図に示すように、画像セ
ンサ１０は、カメラ部１１、通信部１２、記憶部１３及び制御部１４を備える。
【００１３】
　カメラ部１１は、ＣＣＤ（Charge　Coupled　Device）やＣＭＯＳ（Complementary　Me
tal　Oxide　Semiconductor）等のイメージセンサであって、撮像した撮像画像を制御部
１４に出力する。通信部１２は、回線Ｎに着脱自在に接続可能な通信インタフェースであ
って、回線Ｎを介し外部装置（照度推定モデル生成装置２０等）との間で各種情報の授受
を行う。
【００１４】
　記憶部１３は、画像センサ１０の制御に係る各種プログラムや設定情報を記憶する。記
憶部１３が記憶する設定情報としては、例えば、撮像画像から得られる輝度と、当該輝度
から推定される照度との関係が定めた照度推定モデル１３１が挙げられる。照度推定モデ
ル１３１は、照度推定モデル生成装置２０により設定される設定情報であり、後述する照
度推定部１４１では、この照度推定モデル１３１を用いて撮像画像から照度の推定を行う
。なお、照度推定モデル１３１の詳細については後述する。
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【００１５】
　制御部１４は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）、ＲＯＭ（Read　Only　Memory
）、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）等のコンピュータ構成を有し（何れも図示せず）
、ＲＯＭや記憶部１３に記憶されたプログラムと協働することで、画像センサ１０の動作
を統括的に制御する。また、制御部１４は、ＲＯＭや記憶部１３に記憶されたプログラム
との協働により、照度推定部１４１、人検出部１４２及びセンシング結果出力部１４３を
、機能部として実現させる。
【００１６】
　照度推定部１４１は、記憶部１３に記憶された照度推定モデル１３１に基づき、カメラ
部１１で撮像された撮像画像から被写体となった領域の照度を推定する。具体的に、照度
推定部１４１は、撮像画像から輝度を取得し、当該輝度に対応する照度を照度推定モデル
１３１に基づき導出（推定）する。
【００１７】
　ここで、撮像画像からの輝度の取得は、画素レベルで行うものとするが、取得の対象と
なる領域は特に問わないものとする。例えば、撮像画像を構成する各画素の輝度の平均等
を、その撮像画像の輝度として取得してもよい。また、撮像画像中の任意の領域での輝度
の平均値を、その撮像画像の輝度として取得してもよい。
【００１８】
　また、撮像画像を構成する画素毎や撮像画像を複数の領域に分割した分割領域毎に輝度
を取得する形態としてもよい。例えば、各画素や各分割領域の配置位置と対応付けて照度
推定モデル１３１が設定されている場合には、対応する照度推定モデル１３１を用いて画
素毎或いは分割領域毎に照度の導出を行うものとする。なお、各画素や各分割領域から導
出された照度は、対応する配置位置とともに出力する形態としてもよいし、これら照度の
平均等を出力する形態としてもよい。
【００１９】
　人検出部１４２は、カメラ部１１で撮像された撮像画像を解析することで、被写体とな
った領域内での人の在／不在、人の行動内容、活動量、人数等を検知する。なお、撮像画
像からの人の在／不在等の検知方法については、公知技術を用いるものとする。
【００２０】
　センシング結果出力部１４３は、照度推定部１４１で推定された照度、人検出部１４２
の検知結果を、自装置のセンシング結果として通信部１２を通じて外部装置に出力したり
、記憶部１３に保存したりする。なお、センシング結果として出力される照度は、照度推
定部１４１から出力されたそのままの値であってもよいし、照度の度合に応じて段階（レ
ベル）分けした値であってもよい。
【００２１】
　図４は、照度推定モデル生成装置２０の構成例を模式的に示す図である。照度推定モデ
ル生成装置２０は、ＰＣ（Personal　Computer）や携帯通信端末等の情報処理装置であり
、同図に示すように、入力部２１、表示部２２、通信部２３、記憶部２４及び制御部２５
を備えている。
【００２２】
　入力部２１は、キーボードやポインティングデバイス等の入力デバイスを有し、照度推
定モデル生成装置２０の操作者から受け付けた操作内容を制御部２５に出力する。表示部
２２は、液晶表示パネル等の表示デバイスを有し、制御部２５の指示に従い各種の情報を
表示する。通信部２３は、回線Ｎに着脱自在に接続可能な通信インタフェースであって、
回線Ｎを介し外部装置（画像センサ１０等）との間で各種情報の授受を行う。
【００２３】
　記憶部２４は、ＨＤＤやＳＳＤ等の補助記憶装置であって、照度推定モデル生成装置２
０の制御に係る各種プログラムや設定情報を記憶する。記憶部２４が記憶する設定情報と
しては、照度推定モデル１３１の生成の基となる基本モデル２４１が挙げられる。
【００２４】
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　基本モデル２４１は、複数の被写体条件下で撮像された撮像画像と、その撮像時の撮像
条件とを基に生成される情報であって、照度推定モデル１３１の生成の基礎となるもので
ある。ここで、被写体条件は、例えば、被写体となる空間や物体の反射率等である。また
、撮像条件は、例えば、撮像時における被写体空間の照度を表す照度条件、撮像時におけ
る撮像装置（画像センサ１０等）のカメラパラメータである。
【００２５】
　具体的に、基本モデル２４１は以下の工程で生成される。まず、壁や床の色が黒や白等
の被写体条件（反射率）が異なる各モデル空間の下で、照度条件を変化させてモデル空間
を撮像する。次いで、撮像により得られた各照度条件での照度と、その照度条件下で撮像
された撮像画像の輝度との組を、被写体条件毎にデータ値として生成する。そして、生成
した被写体条件毎のデータ値を座標平面にプロットし、それらデータ値の分布を近似する
回帰式を基本モデル２４１として被写体条件毎に生成する。
【００２６】
　ここで、図５は、上記の工程により生成された基本モデル２４１の一例を模式的に示す
図である。同図において、縦軸はモデル空間の照度を表しており、横軸は撮像画像の輝度
を表している。また、図中のグラフが基本モデル２４１に相当し、基本モデル２４１ａは
、基本モデル２４１ｂよりも反射率が低いモデル空間で得られた照度と輝度との組の回帰
式となっている（例えば、基本モデル２４１ａが黒色のモデル空間、基本モデル２４１ｂ
が白色のモデル空間）。このように、基本モデル２４１（２４１ａ、２４１ｂ）は、複数
の被写体条件の下、照度条件を変化させてモデル空間を撮像した際に得られる、複数の照
度と撮像画像の輝度との関係を、被写体条件毎に表したものとなっている。
【００２７】
　なお、撮像の対象となるモデル空間は、画像センサ１０が実際に設置される空間であっ
てもよいし、当該空間とは異なる空間であってもよい。また、モデル空間を撮像する撮像
装置は、画像センサ１０或いは画像センサ１０と同種のイメージセンサを使用する撮像装
置を用いることが好ましいが、これに限らないものとする。
【００２８】
　また、撮像画像からの輝度の取得は、画素レベルで行うものとするが、取得の対象とな
る領域は特に問わないものとする。例えば、撮像画像を構成する各画素の輝度の平均等を
、その撮像画像全体の輝度とする形態としてもよい。また、撮像画像中の特定の領域での
輝度の平均値を、その撮像画像全体の輝度とする形態としてもよい。
【００２９】
　また、撮像画像を構成する画素毎や撮像画像を複数の領域に分割した分割領域毎に、輝
度を取得する形態としてもよい。この場合、撮像画像内での配置位置が同一となる画素或
いは分割領域毎に、照度と輝度との組を取得し、撮像画像中の配置位置毎に回帰式（基本
モデル２４１）を生成する形態としてもよい。なお、画素或いは分割領域毎に基本モデル
２４１を生成した場合には、当該基本モデル２４１を対応する画素或いは分割領域の配置
位置と対応付けて保持するものとする。
【００３０】
　また、上記例では、撮像条件のうち、照度条件を用いた例を説明したが、カメラパラメ
ータを含める場合には、上記した被写体条件及び照度条件の組に、カメラパラメータ（例
えば、シャッター速度等の露出補正に関する値）を変えた時の各条件を組み合わせること
で、三以上の要素からなる基本モデル２４１を生成する形態としてもよい。
【００３１】
　図４に戻り、制御部２５は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等のコンピュータ構成を有し（何
れも図示せず）、ＲＯＭや記憶部２４に記憶されたプログラムと協働することで、照度推
定モデル生成装置２０の動作を統括的に制御する。また、制御部２５は、ＲＯＭや記憶部
２４に記憶されたプログラムとの協働により、基本モデル生成部２５１、基準画像取得部
２５２、基準照度取得部２５３、照度推定モデル生成部２５４及び照度推定モデル設定部
２５５を、機能部として実現させる。
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【００３２】
　基本モデル生成部２５１は、複数の被写体条件（反射率等）の下、撮像条件（照度条件
）を変化させてモデル空間を撮像した際に得られる撮像画像に基づいて、上述した基本モ
デル２４１を生成し、記憶部２４に保持する。なお、記憶部２４に基本モデル２４１が予
め記憶されている場合には、基本モデル生成部２５１は不要となるため、当該基本モデル
生成部２５１を照度推定モデル生成装置２０から取り除く構成としてもよい。
【００３３】
　基準画像取得部２５２は、照度推定モデル１３１の設定対象となる画像センサ１０（以
下、設定対象センサという）から、当該設定対象センサで撮像された撮像画像を、基準画
像として取得する。例えば、図２に示した画像センサ１０を設定対象センサとする場合、
基準画像取得部２５２は、この画像センサ１０が撮像したオフィス内の撮像画像を、基準
画像として取得する。なお、基準画像を取得するタイミングや取得時の周辺環境の状態は
、特に問わないものとするが、照度推定の基準とする環境条件下で基準画像を取得するこ
とが好ましい。ここで、照度推定の基準とする環境条件とは、例えば、画像センサ１０が
設けられる室内の全照明（例えば、図２に示す照明装置３０）を点灯させた状態や、所定
時刻（例えば１２時）に全照明を消灯させた状態である。
【００３４】
　基準照度取得部２５３は、基準画像の撮像（取得）時に設定対象センサの撮像範囲内で
測定された照度を基準照度として取得する。ここで、基準照度の取得方法は、特に問わず
、例えば、通信部２３等を介して、設定対象センサの撮像範囲内に設置された照度計から
基準画像撮像時の照度（基準照度）を取得する形態としてもよい。また、基準画像撮像時
に測定された照度を別途保存しておき、この保存された照度を基準照度として入力部２１
や通信部２３を介して取得する形態としてもよい。また、複数の設定対象センサ間で撮像
対象の環境が同様となる場合には、一の基準照度を共用する形態としてもよい。
【００３５】
　また、設定対象センサの撮像範囲内での照度の測定位置は特に問わないものとする。例
えば、画像センサ１０の直下等、代表となる位置で測定する形態としてもよい。また、撮
像範囲内の複数位置で照度を測定し、それら照度の平均値等を用いる形態としてもよい。
【００３６】
　照度推定モデル生成部２５４は、記憶部２４に記憶された基本モデル２４１と、基準画
像取得部２５２で取得された基準画像と、基準照度取得部２５３で取得された基準照度と
に基づいて、設定対象センサ用の照度推定モデル１３１を生成する。
【００３７】
　具体的に、照度推定モデル生成部２５４は、基準画像から輝度（以下、基準輝度という
）を取得し、対応する基準照度と組とすることで基準データ値を生成する。そして、照度
推定モデル生成部２５４は、生成した基準データ値を、基本モデル２４１に基づいて線形
補間することで、照度と輝度との関係を表した照度推定モデル１３１を生成する。
【００３８】
　例えば、図５に示した基本モデル２４１（２４１ａ、２４１ｂ）を用いる場合、基準照
度と基準輝度との組が表す基準データ値が図中Ｐ（以下、基準データ値Ｐと表記する）の
位置にあったとすると、照度推定モデル生成部２５４は、この基準データ値Ｐの照度にお
いて、当該基準データ値Ｐの輝度を基準に、基本モデル２４１ａ及び基本モデル２４１ｂ
の輝度との差分の比（図中、ａ：１－ａに対応）を算出する。そして、照度推定モデル生
成部２５４は、算出した差分の比を維持しながら基準データ値Ｐを、基本モデル２４１ａ
及び基本モデル２４１ｂの間で線形補間することで、図５に示した照度推定モデル１３１
を生成する。
【００３９】
　このように、照度推定モデル生成装置２０は、設定対象センサ（画像センサ１０）毎に
得られる基準データ値に基づき、基本モデル２４１を用いた線形補間による重みを変化さ
せることで、各設定対象センサ用にカスタマイズした照度推定モデル１３１を生成する。
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また、このように生成された照度推定モデル１３１は、画像センサ１０の設置環境（撮像
環境）に適したものとなるため、この照度推定モデル１３１を対応する画像センサ１０に
設定することで、当該画像センサ１０での照度推定の精度を向上させることができる。
【００４０】
　なお、上記では、一の基準データ値（基準照度、基準輝度）から照度推定モデル１３１
を生成する例を示したが、これに限らないものとする。例えば、異なる時間帯（昼と夜等
）で基準照度及び基準輝度を取得することで複数の基準データ値を生成し、これら基準デ
ータ値と基本モデル２４１とに基づいて照度推定モデル１３１を生成する形態としてもよ
い。また、被写体条件（反射率）の異なる基本モデル２４１が三以上存在する場合には、
同一照度の条件の下、基準データ値の輝度を包含する何れか二つの基本モデル２４１を用
いて照度推定モデル１３１を生成することで、その設定対象センサ用にカスタマイズした
照度推定モデル１３１を生成することができる。
【００４１】
　また、撮像画像を構成する画素毎や分割領域毎に基本モデル２４１が存在する場合には
、基準画像内の対応する画素又は分割領域から輝度をそれぞれ取得し、これら画素又は分
割領域の各配置位置に対応する基本モデル２４１を用いて照度推定モデル１３１を生成す
るものとする。なお、照度推定モデル生成部２５４は、画素或いは分割領域毎に照度推定
モデル１３１を生成した場合、照度推定モデル１３１の各々を、当該照度推定モデル１３
１を適用する画素或いは分割領域の配置位置と対応付けた状態で生成する。
【００４２】
　図４に戻り、照度推定モデル設定部２５５は、照度推定モデル生成部２５４で生成され
た照度推定モデル１３１を、通信部２３を介して設定対象センサに送信し、当該設定対象
センサの記憶部１３に記憶させることで、当該設定対象センサに照度推定モデル１３１を
設定する。なお、照度推定モデル１３１に、当該照度推定モデル１３１を適用する配置位
置が対応付けられている場合、照度推定モデル設定部２５５は、生成された照度推定モデ
ル１３１の各々を、当該照度推定モデル１３１を適用する配置位置を示した情報とともに
設定対象センサに送信し、記憶部１３に記憶させることで、当該設定対象センサに照度推
定モデル１３１を設定する。
【００４３】
　以下、上述した照度推定モデル生成装置２０が実行する照度推定モデル生成処理につい
て説明する。図６は、照度推定モデル生成処理の一例を示すフローチャートである。なお
、本処理の前提として、複数の被写体条件（反射率）の下、照度条件を変化させて撮像し
た撮像画像が予め撮像されているものとし、これらのデータに基づいて基本モデル生成部
２５１が基本モデル２４１を生成するものとする。
【００４４】
　まず、基本モデル生成部２５１は、ステップＳ１１において、基本モデル２４１を生成
する基本モデル生成処理を実行する。以下、図７を参照して、基本モデル生成処理につい
て説明する。
【００４５】
　図７は、基本モデル生成処理の一例を示すフローチャートである。まず、基本モデル生
成部２５１は、複数の被写体条件（反射率）の下、照度条件を変化させて撮像された撮像
画像を取得する（ステップＳ１１１）。続いて、基本モデル生成部２５１は、被写体条件
（反射率）毎に、各照度条件での照度と、当該照度条件下で撮像された撮像画像の輝度と
の組をデータ値として生成する（ステップＳ１１２）。
【００４６】
　次いで、基本モデル生成部２５１は、ステップＳ１１２で生成した被写体条件毎のデー
タ値を座標平面にプロットすると、当該データ値の分布を近似する回帰式を被写体条件（
反射率）毎に求め、それらの回帰式を基本モデル２４１として生成する（ステップＳ１１
３）。そして、基本モデル生成部２５１は、ステップＳ１１３で生成した基本モデル２４
１を、記憶部２４に記憶し（ステップＳ１１４）、図６のステップＳ１２に移行する。
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【００４７】
　このように生成された基本モデル２４１は、被写体条件下における空間の照度と撮像画
像の輝度との関係を示すものとなる。また、被写体条件となる反射率の差を、白と黒等の
ように比較的大きくすることで、様々な環境に適用できる基本モデル２４１を生成するこ
とができる。
【００４８】
　図６に戻り、基準画像取得部２５２は、設定対象センサで撮像された撮像画像を基準画
像として取得する（ステップＳ１２）。また、基準照度取得部２５３は、ステップＳ１２
の基準画像の撮像（取得）時に、設定対象センサの撮像範囲内で測定された照度を基準照
度として取得する（ステップＳ１３）。
【００４９】
　続いて、照度推定モデル生成部２５４は、基準照度と基準画像から取得した基準輝度と
の組から基準データ値を生成する（ステップＳ１４）。次いで、照度推定モデル生成部２
５４は、ステップＳ１４で生成した基準データ値を、記憶部２４に記憶された基本モデル
２４１の座標平面にプロットし、当該基準データ値を基本モデル２４１に基づき線形補間
することで照度推定モデル１３１を生成する（ステップＳ１５）。
【００５０】
　続いて、照度推定モデル設定部２５５は、ステップＳ１５で生成された照度推定モデル
１３１を、設定対象センサに送信し、当該設定対象センサの記憶部１３に記憶させること
で、設定対象センサに照度推定モデル１３１を設定する（ステップＳ１６）。
【００５１】
　続くステップＳ１７では、制御部２５が、設定対象センサとする画像センサ１０が他に
存在するか否かを判定し（ステップＳ１７）、存在すると判定した場合には（ステップＳ
１７；Ｙｅｓ）、その画像センサ１０を設定対象センサとし、ステップＳ１２に再び戻る
。これにより、新たな設定対象センサについて、ステップＳ１２～Ｓ１６の処理が実行さ
れる。
【００５２】
　また、ステップＳ１７において、設定対象センサとする画像センサ１０が他に存在しな
いと判定した場合には（ステップＳ１７；Ｎｏ）、本処理を終了する。
【００５３】
　なお、本処理では、照度推定モデル生成処理の一部として、基本モデル生成処理を実行
する形態としたが、基本モデル生成処理が実行されるタイミングは特に問わず、照度推定
モデル生成処理とは独立した処理として異なるタイミングで実行される形態としてもよい
。
【００５４】
　以上のように、本実施形態によれば、画像センサ１０が設けられた環境での基準データ
値を、基本モデル２４１を用いて線形補間することで、当該画像センサ１０の環境に適し
た照度推定モデル１３１を生成し、対応する画像センサ１０に設定することができる。こ
れにより、画像センサ１０での照度推定の精度を向上させることができる。また、各画像
センサ１０への照度推定モデル１３１の設定を、容易且つ効率的に行うことができるため
、画像センサ１０の調整に係る利便性を向上させることができる。
【００５５】
　なお、上記第１の実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定するこ
とは意図していない。上記第１の実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可
能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更、追加等を行う
ことができる。また、上記実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに
、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【００５６】
　例えば、上記実施形態では、画像センサ１０が設けられる室内の照明の点灯／消灯は特
に問わないものとしたが、照度推定モデル生成装置２０において、例えば、基準画像取得
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部２５２や基準照度取得部２５３が、照明のオン（点灯）／オフ（消灯）や出力値等を制
御する形態としてもよい。この形態を採用する場合、例えば、図２に示した照明装置３０
（３０ａ～３０ｆ）を予め定められた点灯／消灯パターンに基づいて照明を制御し、当該
照明の下で得られた基準画像及び照度に基づき、照度推定モデル１３１を生成するものと
する。
【００５７】
　ここで、図２に示した照明装置３０のうち、照明装置３０ａを点灯し他の照明装置３０
ｂ～３０ｆを消灯させると、画像センサ１０では、図８に示すように、照明装置３０ａ周
辺が明るく照らされた撮像画像が取得される。この場合、照度推定モデル生成部２５４は
、基準画像として取得された図８の撮像画像の輝度分布Ｌから照明装置３０ａが照明する
領域（照明領域）を特定し、この照明領域から輝度を取得する。なお、この場合、基準照
度取得部２５３が取得する基準照度は、照明装置３０ａが照明する領域内で取得されるこ
とが好ましい。
【００５８】
　そして、照度推定モデル生成部２５４は、照明装置３０ａ～３０ｆの各照明領域につい
て、照度推定モデル１３１を生成すると、照度推定モデル設定部２５５は、これら生成さ
れた照度推定モデル１３１を、当該照度推定モデル１３１を適用する配置位置（照明領域
）を示した情報とともに画像センサ１０に送信し、記憶部１３に記憶させることで、当該
画像センサ１０に照度推定モデル１３１を設定する。なお、画像センサ１０の照度推定部
１４１では、自装置で撮像された撮像画像に含まれる照明領域の各々について輝度を取得
し、当該照明領域に対応する照度推定モデル１３１を用いて、各照明領域での照度を推定
するものとする。
【００５９】
　また、上記説明したように、照度推定モデル１３１を生成するためには、撮像画像（基
準画像）が少なくとも一枚必要となる。しかしながら、オフィスのレイアウトを変更する
等、画像センサ１０が撮像する領域（空間）に変化があった場合には、その画像センサ１
０から得られる撮像結果も従前と異なるため、基準画像を新たに取得し、照度推定モデル
１３１を生成し直すことが好ましい。
【００６０】
　そこで、照度推定モデル生成装置２０の基準画像取得部２５２において、前回取得した
基準画像を画像センサ１０毎に保持しておき、所定のタイミング（例えば前回基準画像を
取得した同時刻）で各画像センサ１０から新たな撮像画像を取得し、両画像の相違からレ
イアウトの変更を検出した場合、この新たな撮像画像を基準画像として取得し直すことで
、画像センサ１０の照度推定モデル１３１を自動更新する形態としてもよい。この場合、
照度値は従前の値を用いる形態としてもよいし、新たに取得し直す形態としてもよい。な
お、レイアウト変更の検出方法は特に問わないものとするが、例えば、公知技術により画
像中に含まれる物体のエッジ等を検出し、両画像中のエッジ位置の相違が所定の閾値以上
か否かに応じて検出してもよい。
【００６１】
　また、基準画像を取得する際には、撮像する領域（空間）に人等の動体が存在しない静
的状態にあることが好ましい。そこで、照度推定モデル生成装置２０の基準画像取得部２
５２では、画像センサ１０が出力するセンシング結果に基づき、人が存在しない期間に撮
像された撮像画像を、基準画像として取得する形態としてもよい。また、予め人が不在と
なる時間（例えば、早朝や夜間等）が判明している場合には、タイマー装置等と協働する
ことで、基準画像取得部２５２及び基準照度取得部２５３が、これらの時間に基準画像及
び照度を自動で取得する形態としてもよい。
【００６２】
［第２の実施形態］
　次に、第２の実施形態について説明する。第２の実施形態では、第１の実施形態で説明
した画像センサ１０に照度検知機能を向上させるための種々の機能を追加した構成につい
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て説明する。なお、上述した第１の実施形態と同様の構成については、同一の符号を付与
し説明を適宜省略する。
【００６３】
　図９は、第２の実施形態に係る画像センサ１０Ａの構成を模式的に示す図である。同図
に示すように、画像センサ１０Ａは、カメラ部１１、通信部１２、記憶部１３及び制御部
１４Ａを備える。
【００６４】
　制御部１４Ａは、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等のコンピュータ構成を有し（何れも図示せ
ず）、ＲＯＭや記憶部１３に記憶されたプログラムと協働することで、画像センサ１０Ａ
の動作を統括的に制御する。また、制御部１４Ａは、ＲＯＭや記憶部１３に記憶されたプ
ログラムとの協働により、照度推定部１４１Ａ、人検出部１４２及びセンシング結果出力
部１４３を、機能部として実現させる。
【００６５】
　照度推定部１４１Ａは、上述した照度推定部１４１と同様の機能を有する。また、照度
推定部１４１Ａは、照度の推定に用いる撮像画像について、当該撮像画像に含まれた照度
推定の阻害要因を当該撮像画像中から取り除き、この阻害要因を取り除いた撮像画像から
輝度を取得する。
【００６６】
　ここで、照度推定の阻害要因としては、例えば、人等の動体や机上の照明等の局所的な
光源等が挙げられる。例えば、照度推定部１４１Ａは、例えば、人検出部１４２で人が検
出された撮像画像の領域を、照度推定の阻害要因として特定する。また、撮像画像に含ま
れた局所的な光源を取り除く場合、照度推定部１４１Ａは、例えば、撮像画像の輝度分布
から局所的な光源が存在する領域を、照度推定の阻害要因として特定したり、画像認識技
術を用いて撮像画像から机やライト等の物体が存在する領域を、照度推定の阻害要因とし
て特定したりする。また、他の方法として、照度推定部１４１Ａは、所定期間分（例えば
１週間等）の撮像画像（或いは人検出部１４２での検出結果）を記憶部１３等に保存して
おき、これらの情報を基に、人や局所的な光源が頻繁に検出される領域を、照度推定の阻
害要因として特定する。そして、照度推定部１４１Ａは、照度推定の阻害要因として特定
した領域を、輝度の取得対象領域から除外することで阻害要因を取り除く。
【００６７】
　なお、撮像画像全体や輝度の取得対象領域が阻害要因で埋め尽くされた場合には、時間
的に連続する前或いは後の撮像画像から輝度を取得する形態としてもよいし、輝度の取得
を抑制する形態としてもよい。
【００６８】
　また、照度推定部１４１Ａは、撮像画像から取得する輝度の精度を確保するため、人の
出入りや物体の移動等の変化の少ない静的領域を、輝度の取得対象領域として設定する。
例えば、照度推定部１４１Ａは、撮像画像からエッジを検出し、建物の壁と床、天井との
境界を抽出することで、人の出入りや物体の移動が少ない壁や床面等の静的領域を特定す
る。また、他の方法としては、一般的なオフィス空間を撮像した撮像画像に基づき、それ
らを基にオフィスのレイアウトや各種物体の形状等の学習を行うことで、物体識別モデル
を生成しておき、この物体識別モデルを用いることで、撮像画像に含まれた人の出入りや
物体の移動が少ない壁や床面等の静的領域を特定する。また、所定期間分（例えば１週間
等）の撮像画像（或いは人検出部１４２での検出結果）を記憶部１３等に保存しておき、
これらの情報を基に、人の出入りや物体の移動が少ない静的領域を特定してもよい。そし
て、照度推定部１４１Ａは、撮像画像内から特定した静的領域を、輝度の取得対象領域と
して設定する。
【００６９】
　なお、撮像画像からの輝度の取得は、画像センサ１０と同様、画素レベルで行うものと
するが、輝度の取得対象領域を構成する各画素の輝度の平均等を、撮像画像の輝度として
取得してもよい。また、輝度の取得対象領域中の任意の領域での輝度の平均値を、その撮
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像画像の輝度として取得してもよい。また、輝度の取得対象領域を構成する画素毎や複数
の領域に分割した分割領域毎に輝度を取得する形態としてもよい。なお、この場合、各画
素や各分割領域用に用意された照度推定モデル１３１を用いて、画素毎或いは分割領域用
毎に照度を導出することが好ましい。さらに、導出した各照度の平均等を推定結果として
導出する形態としてもよい。
【００７０】
　また、照度推定部１４１Ａは、撮像画像から阻害要因を取り除いた後、輝度の取得対象
領域として設定した領域から輝度を取得し、当該輝度に対応する照度を照度推定モデル１
３１に基づき導出する。
【００７１】
　以下、画像センサ１０Ａでの照度推定に係る処理について説明する。図１０は、画像セ
ンサ１０Ａで実行される照度推定処理の一例を示すフローチャートである。
【００７２】
　まず、カメラ部１１により被写体となる領域が撮像されることで、撮像画像が取得され
る（ステップＳ２１）。続いて、照度推定部１４１Ａは、この撮像画像から照度推定の阻
害要因が存在する領域を特定すると（ステップＳ２２）、この阻害要因が存在する領域を
撮像画像から除去する（ステップＳ２３）。次いで、照度推定部１４１Ａは、阻害要因を
除去した撮像画像から、人の出入りや物体の移動が少ない静的領域を特定すると（ステッ
プＳ２４）、この特定した静的領域を輝度の取得対象領域に設定する（ステップＳ２５）
。
【００７３】
　照度推定部１４１Ａは、ステップＳ２５で設定した、撮像画像中の輝度の取得対象領域
から輝度を取得すると（ステップＳ２６）、この輝度に対応する照度を、照度推定モデル
１３１を用いて導出する（ステップＳ２７）。そして、センシング結果出力部１４３は、
ステップＳ２７で導出された照度を、記憶部１３或いは外部装置に出力し（ステップＳ２
８）、処理を終了する。
【００７４】
　以上のように、本実施形態によれば、基本モデル２４１から生成された照度推定モデル
１３１を用いて、撮像画像の輝度から照度を推定するため、照度推定を精度よく行うこと
ができる。また、阻害要因が存在する領域の除去や、取得対象領域（静的領域）の設定を
自動で行うことができるため、画像センサ１０Ａの調整に係る利便性を向上させることが
できる。また、照度推定の阻害要因を取り除いた撮像画像を用いて照度推定を行うため、
照度推定をより精度よく行うことができる。さらに、撮像画像内の静的領域の輝度を用い
て照度推定を行うため、照度推定をより精度よく行うことができる。
【００７５】
　なお、上記第２の実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定するこ
とは意図していない。上記第２の実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可
能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更、追加等を行う
ことができる。また、上記実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに
、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【００７６】
　例えば、第２の実施形態では、照度推定の阻害要因の除去と、静的領域の特定との両処
理を行う形態を説明したが、これに限らず、何れか一方の処理を行う形態としてもよい。
【００７７】
［第３の実施形態］
　次に、第３の実施形態について説明する。第３の実施形態では、上述した画像センサ１
０（或いは画像センサ１０Ａ）を用いた画像センサシステムについて説明する。なお、以
下では、画像センサシステムを、図２に示したオフィスビル等の建物内の照明制御システ
ムに適用した例について説明するが、適用範囲はこれに限らないものとする。また、第１
の実施形態と同様の要素については、同一の符号を付与し説明を適宜省略する。
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【００７８】
　図１１は、第３の実施形態に係る画像センサシステム２の構成例を示す図である。同図
に示すように、画像センサシステム２は、画像センサ１０と、照明装置３０と、照明制御
装置４０とを有する。ここで、画像センサ１０及び照明制御装置４０は、回線Ｎに着脱可
能に接続されており、当該回線Ｎを介して通信を行う。また、照明制御装置４０は、照明
装置３０の各々が接続される回線Ｎに着脱可能に接続されており、照明装置３０の電源の
オン／オフや出力値等を制御する。なお、回線Ｎに接続される画像センサ１０及び照明装
置３０の個数は、特に問わないものとする。また、図１１では、画像センサ１０が接続さ
れる回線と、照明装置３０が接続される回線とを同一としたが、異なる回線としてもよい
。
【００７９】
　画像センサ１０は、第１の実施形態で説明した照度推定モデル１３１を、記憶部１３に
保持している。画像センサ１０は、当該照度推定モデル１３１に基づいて、カメラ部１１
で撮像された撮像画像の輝度から自装置周辺の照度を推定する。また、画像センサ１０は
、撮像画像を解析することで、被写体となった領域内での人の在／不在等を検知する。そ
して、画像センサ１０は、推定した照度及び人の在／不在等の検知結果を、センシング結
果として、通信部１２を通じて外部装置（照明制御装置４０）に出力する。なお、画像セ
ンサ１０は、照明制御装置４０との通信時に自装置を識別するためのセンサ識別子を、あ
わせて送信するものとする。
【００８０】
　照明装置３０は、蛍光灯やＬＥＤ（Light　Emitting　Diode）等の照明装置であって、
自装置が設けられた空間を照明する。また、照明装置３０は、照明制御装置４０の制御に
従い、照明のオン／オフや出力値を切り替える。なお、画像センサ１０及び照明装置３０
は、図２と同様、オフィスの天井部分に設けられているものとする。
【００８１】
　照明制御装置４０は、画像センサ１０の各々から入力されるセンシング結果に基づき、
照明装置３０の制御を行うサーバ装置である。以下、照明制御装置４０の構成について説
明する。
【００８２】
　図１２は、照明制御装置４０の構成例を模式的に示す図である。同図に示すように、照
明制御装置４０は、入力部４１、表示部４２、通信部４３、記憶部４４及び制御部４５を
備えている。
【００８３】
　入力部４１は、キーボードやポインティングデバイス等の入力デバイスを有し、照明制
御装置４０の操作者から受け付けた操作内容を制御部４５に出力する。表示部４２は、液
晶表示パネル等の表示デバイスを有し、制御部４５の指示に従い各種の情報を表示する。
通信部４３は、回線Ｎに着脱自在に接続可能な通信インタフェースであって、回線Ｎを介
し外部装置（画像センサ１０、照明装置３０等）との間で各種情報の授受を行う。
【００８４】
　記憶部４４は、ＨＤＤ等の補助記憶装置であって、制御部４５が実行する各種プログラ
ムや設定情報を記憶している。また、記憶部４４は、照明装置３０の制御に係る設定情報
として、センサ管理テーブル４４１を記憶している。
【００８５】
　センサ管理テーブル４４１は、画像センサ１０と、当該画像センサ１０の管轄下に置か
れる照明装置３０とを対応付けたデータテーブルである。ここで、画像センサ１０の管轄
下とは、画像センサ１０のセンシング結果により制御の対象となるものであって、例えば
、画像センサ１０の撮像範囲に対応する位置に置かれた照明装置３０や、画像センサ１０
と同じ室内に設けられた照明装置３０等である。
【００８６】
　図１３は、センサ管理テーブル４４１のデータ構成の一例を示す図である。同図に示す
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ように、センサ管理テーブル４４１は、データ項目として、センサ識別子及び照明識別子
を有し、これらデータ項目を対応付けて管理している。
【００８７】
　ここで、センサ識別子は、各画像センサ１０を識別するための識別情報である。センサ
識別子としては、例えば、各画像センサ１０に予め割り当てられたＩＰアドレスや、ＭＡ
Ｃアドレス、製造番号等を用いることができる。また、照明識別子は、各照明装置３０を
識別するための識別情報である。照明識別子としては、例えば、各照明装置３０に予め割
り当てられたＩＰアドレスや、ＭＡＣアドレス、製造番号等を用いることができる。
【００８８】
　なお、図１３では、センサ識別子として“センサ０１”、“センサ０２”が登録された
例を示している。また、センサ識別子“センサ０１”に、三つの照明識別子“照明０１”
～“照明０３”が対応付けて登録されており、センサ識別子“センサ０２”に、三つの照
明識別子“照明０４”～“照明０６”が対応付けて登録された例を示している。
【００８９】
　制御部４５は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等のコンピュータ構成を有し（何れも図示せず
）、ＲＯＭや記憶部４４に記憶されたプログラムと協働することで、照明制御装置４０の
動作を統括的に制御する。また、制御部４５は、ＲＯＭや記憶部４４に記憶されたプログ
ラムとの協働により、センシング結果取得部４５１、照度判定部４５２及び照明制御部４
５３を、機能部として実現させる。
【００９０】
　センシング結果取得部４５１は、センサ管理テーブル４４１にセンサ識別子が登録され
た画像センサ１０の各々からセンシング結果を取得する。ここで、センシング結果には、
照度及び人の在／不在等の検知結果が含まれるものとする。
【００９１】
　照度判定部４５２は、センシング結果取得部４５１が取得した画像センサ１０毎のセン
シング結果に含まれる照度に基づき、画像センサ１０周辺の照度や、画像センサ１０が設
けられた部屋全体の照度を判定し、その判定結果を、対応する画像センサ１０のセンサ識
別子とともに照明制御部４５３に出力する。
【００９２】
　例えば、一の画像センサ１０のセンシング結果に一の照度が含まれる場合、照度判定部
４５２は、この照度を、当該画像センサ１０周辺の照度と判定する。また、一の画像セン
サ１０のセンシング結果に、配置位置と対応付けられた照度が含まれる場合、照度判定部
４５２は当該照度を、その画像センサ１０周辺の各配置位置での照度と判定する。
【００９３】
　また、同室内に複数の画像センサ１０が設けられているような場合、照度判定部４５２
は、これら画像センサ１０のセンシング結果に含まれる照度の平均値等を算出し、この算
出により得られた照度を、当該画像センサ１０が設けられた室内全体の照度と判定しても
よい。なお、同室内に設けられた画像センサ１０の判別は、各室の画像センサ１０や照明
装置３０の配置位置や位置関係を示したレイアウト情報や、同室内に設けられた画像セン
サ１０のセンサ識別子を対応付けた設定情報（何れも図示せず）等に基づき、行われるも
のとする。
【００９４】
　また、照度判定部４５２は、判定した照度を、その度合に応じて段階（レベル）分けし
た値を照明制御部４５３に出力してもよい。
【００９５】
　照明制御部４５３は、照度判定部４５２から入力される照度及びセンシング結果に含ま
れる人の在／不在等の検出結果に基づき、各照明装置３０のオン／オフや出力値を制御す
る。
【００９６】
　例えば、照明制御部４５３は、オフィスワークに必要な照度が確保されている部屋（領
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域）では照明装置３０の出力（調光率）を下げたり、オフィスワークに必要な照度が確保
されていない部屋（領域）では照明装置３０の出力（調光率）を上げたりする制御を行う
。また、照明制御部４５３は、人が存在する部屋（領域）では照明装置３０をオン、人が
存在しない部屋（領域）では照明装置３０をオフ、また、人の分布に応じて照明装置３０
の調光率を変化させる等の制御を行う。
【００９７】
　また、制御の対象となる照明装置３０は、照度判定部４５２から照度とともに入力され
るセンサ識別子や画像センサ１０からセンシング結果とともに送信されるセンサ識別子に
基づき、センサ管理テーブル４４１から該当する照明識別子が選定されるものとする。な
お、照度判定部４５２において、画像センサ１０周辺の所定の配置位置毎に照度が判定さ
れていた場合には、当該照度に基づき、この配置位置に対応する照明装置３０を個別に制
御する形態としてもよい。なお、配置位置と照明装置３０（照明識別子）との対応関係は
、上述したレイアウト情報等に基づき、該当する照明装置３０を特定するものとする。
【００９８】
　以下、照明制御装置４０が行う照明制御に係る処理について説明する。図１４は、照明
制御装置４０で実行される照明制御処理の一例を示すフローチャートである。
【００９９】
　まず、センシング結果取得部４５１が、センサ管理テーブル４４１にセンサ識別子が登
録された画像センサ１０の各々から、センシング結果を取得する（ステップＳ３１）。こ
こで、センシング結果を取得するタイミングは、特に問わないものとする。また、各画像
センサ１０から一斉に取得する形態としてもよいし、それぞれ異なるタイミングで取得す
る形態としてもよい。また、センシング結果取得部４５１から画像センサ１０に、センシ
ング結果の送信を要求する形態としてもよいし、画像センサ１０から送信されるセンシン
グ結果を待機する形態としてもよい。
【０１００】
　続いて、照度判定部４５２は、ステップＳ３１で取得されたセンシング結果に含まれる
照度に基づいて、そのセンシング結果を送信した画像センサ１０周辺の照度や、当該画像
センサ１０が設けられた部屋全体の照度を判定する（ステップＳ３２）。
【０１０１】
　そして、照明制御部４５３は、照度判定部４５２で判定の対象となった画像センサ１０
のセンサ識別子に対応する照明識別子をセンサ管理テーブル４４１から特定すると（ステ
ップＳ３３）、当該画像センサ１０についてのステップＳ３２の判定結果やセンシング結
果に含まれる人の在／不在等の検知結果に基づき、その照明識別子に対応する照明装置３
０を調光（制御）し（ステップＳ３４）、処理を終了する。なお、本処理は、センシング
結果取得部４５１が、センシング結果を取得する毎に実行される。
【０１０２】
　以上のように、本実施形態によれば、基本モデル２４１から生成された照度推定モデル
１３１を用いて、撮像画像の輝度から照度を推定するため、照度推定を精度よく行うこと
ができる。また、画像センサ１０のセンシング結果を用いて、照明装置３０を制御するた
め、照明装置３０の制御をより確実に行うことができる。
【０１０３】
　以上、第３の実施形態を説明したが、上記実施形態は、例として提示したものであり、
発明の範囲を限定することは意図していない。上記実施形態は、その他の様々な形態で実
施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変
更、追加等を行うことができる。また、上記実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【０１０４】
　例えば、上記第３の実施形態では、オフィスビル等の建物を管理対象とした例について
説明したが、これに限らず、複数の建物や、屋外施設、地域全体等を管理対象としてもよ
い。また、上記実施形態では、照明装置３０を制御対象としたが、これに限らず、空調装
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置等の他の電気機器を制御対象に含めてもよい。
【０１０５】
　上記第１～第３の実施形態の各装置で実行されるプログラムは、各装置が備える記憶媒
体（ＲＯＭ又は記憶部）に予め組み込んで提供するものとするが、これに限らず、インス
トール可能な形式又は実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク
（ＦＤ）、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ（Digital　Versatile　Disk）等のコンピュータで読み取り
可能な記録媒体に記録して提供するように構成してもよい。さらに、記憶媒体は、コンピ
ュータ或いは組み込みシステムと独立した媒体に限らず、ＬＡＮやインターネット等によ
り伝達されたプログラムをダウンロードして記憶又は一時記憶した記憶媒体も含まれる。
【０１０６】
　また、上記第１～第３の実施形態の各装置で実行されるプログラムをインターネット等
のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロード
させることにより提供するように構成してもよく、インターネット等のネットワーク経由
で提供又は配布するように構成してもよい。
【符号の説明】
【０１０７】
　１　照度推定モデル設定システム
　２　画像センサシステム
　１０、１０Ａ　画像センサ
　１１　カメラ部
　１２　通信部
　１３　記憶部
　１３１　照度推定モデル
　１４、１４Ａ　制御部
　１４１、１４１Ａ　照度推定部
　１４２　人検出部
　１４３　センシング結果出力部
　２０　照度推定モデル生成装置
　２１　入力部
　２２　表示部
　２３　通信部
　２４　記憶部
　２４１　基本モデル
　２５　制御部
　２５１　基本モデル生成部
　２５２　基準画像取得部
　２５３　基準照度取得部
　２５４　照度推定モデル生成部
　２５５　照度推定モデル設定部
　３０　照明装置
　４０　照明制御装置
　４１　入力部
　４２　表示部
　４３　通信部
　４４　記憶部
　４４１　センサ管理テーブル
　４５　制御部
　４５１　センシング結果取得部
　４５２　照度判定部
　４５３　照明制御部
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